
公益社団法人春日部市シルバー人材センター会費規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人春日部市シルバー人材センター（以下「センター」とい 

う。）定款第７条の規定に基づき、会費に関し、必要な事項を定める。 

（会費の額） 

第２条 会員は、次の会費（年額）を納入しなければならない。 

（１） 正 会 員：２，９００円 

（２） 特別会員：２，９００円 

（３） 賛助会員（個人）： ３，５００円（一口３，５００円、一口以上） 

（４） 賛助会員（団体）：１０，０００円（一口１０，０００円、一口以上） 

２ 前項の会費について、理事会は、免除すべき相当の事由があると認めるときは、全部ま 

 たは一部の免除を議決することができる。 

（納入期日） 

第３条 会費は、毎事業年度、原則として４月末日までに納入するものとする。 

２ 新規入会申込者は、理事会において入会を承認された後、２か月以内に納入するものと

する。 

（中途入会の会費） 

第３条の２ 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、別表のとおりとする。 

（会費の使途） 

第４条 会費は、一事業年度における合計額の５０パーセント以上を当該年度の公益目的事 

業に使用する。 

（その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は、総会で定める。 

 

附 則 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定

める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年６月１８日開催の定時社員総会において議決され、令和３年４月１日

から施行する。 

附 則 

１ この規程は令和７年６月１９日から施行する。 

２ この規程は令和３年４月１日から施行した「公益社団法人春日部市シルバー人材センタ

ー会費規程」を全面改定したものである。 

従って改定前の「公益社団法人春日部市シルバー人材センター会費規程」は、令和７年 

６月１９日廃止とする。 

 



別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会月 会 費 団体傷害保険料 年会費 

４月 ９００円 ２，０００円 ２，９００円 

５月 ８２５円 ２，０００円 ２，８２５円 

６月 ７５０円 ２，０００円 ２，７５０円 

７月 ６７５円 １，５００円 ２，１７５円 

８月 ６００円 １，５００円 ２，１００円 

９月 ５２５円 １，５００円 ２，０２５円 

１０月 ４５０円 １，０００円 １，４５０円 

１１月 ３７５円 １，０００円 １，３７５円 

１２月 ３００円 １，０００円 １，３００円 

１月 ２２５円 ５００円 ７２５円 

２月 １５０円 ５００円 ６５０円 

３月 ７５円 ５００円 ５７５円 


